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■ヒアリング対象市町村の相談支援体制（概要） 

 門真市 豊中市 

主な特徴 ○相談支援事業所連絡会を中心とした相談支 

援体制整備モデル 

○相談支援事業所連絡会主導による積極的な 

地域連携の取組み 

○基幹相談支援センターの役割の明確化と自 

立支援協議会等の運営におけるリーダーシ 

ップの発揮 

○補完性を意識した相談支援体制整備モデル 

（３層構造による役割分担） 

○市内 9ヵ所の委託相談支援事業所による地 

区別の相談支援の充実・強化 

○官民共同設置型（半官半民型）の基幹相談 

支援センターの運営モデル 

○基幹相談支援センターと相談支援事業所連 

絡会を両輪とした地域連携の取組み 

総人口（推計人口） 122,263人（平成 29年 4月 1日現在） 396,171人（平成 29年 4月 1日現在） 

障がい者手帳所持

者数（身体・療育・

精神）※H29.3末 

身体障がい者手帳所持者数：5,348人 

療 育 手 帳 所 持 者 数：1,298人 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数：1,204人 

身体障がい者手帳所持者数：14,229人 

療 育 手 帳 所 持 者 数： 2,978人 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数： 3,428人 

基幹相談支援セン

ターの設置状況 

１ヵ所（H27.3設置） 

※門真市保健福祉センター内に設置 

１ヵ所（H26.4設置） 

※市立障害福祉センターひまわり内に設置 

基幹相談支援セン

ターの運営形態 

民間委託型（社会福祉法人に委託） 

※基幹相談支援センターは基幹業務に専念 

官民共同運営型（市と民間で業務分担） 

※民間業務は３委託相談支援事業所に委託 

委託相談支援事業

所の数 

２ヵ所 ９ヵ所 

※うち３ヵ所に基幹相談業務を委託。 

※H26.4に充実強化。基本担当地区あり。 

指定相談支援事業

所（特定・児・一般）

の設置状況 

指定特定相談支援事業所：8ヵ所 

指定障がい児相談支援事業所：4ヵ所 

指定一般相談支援事業所：４ヵ所 

指定特定相談支援事業所：30ヵ所 

指定障がい児相談支援事業所：30ヵ所 

指定一般相談支援事業所：26ヵ所 

相談支援事業所間

の役割分担（主な整

理・特徴） 

・委託相談支援事業所は個別の支援困難事例

への対応（解決）を担当 

・基幹相談支援センターは地域の体制づくり

と連携を担当 

・補完性を意識した役割分担 

・委託相談支援事業所は担当地区の相談支援

事業所のバックアップ 

・基幹相談支援センターは市内全域の相談支

援事業所（委託を含む）のバックアップ 

自立支援協議会の

設置状況 

あり（H20.3設置） 

※全体会・サブ協議会・専門部会 

あり（H20.4設置） 

※全体会議・運営会議・専門部会 

主たる自立支援協

議会事務局運営者 

基幹相談支援センター（民間委託） 

※門真市障がい福祉課も後方支援 

豊中市障害福祉課 

自立支援協議会の

相談支援部会の設

置状況 

あり（H20.3設置） 

※H28より相談支援事業所連絡会が自立支援

協議会の相談支援部会に位置付けられる 

あり（H20.4設置） 

（全域的な）相談支

援事業所連絡会 

あり（H26.9設置） 

※現在は自立支援協議会相談支援部会を運営 

あり（H19.3設置） 

※自立支援協議会とは別組織（連携関係あり） 

主な相談支援事業

所間の連携（連絡・

交流含む）の場 

・相談支援事業所連絡会（＝自立支援協議会

相談支援部会）の事例検討会や研修会 

・相談支援事業所連絡会の会議・事例検討会・ 

研修会等 

・基幹相談支援センター主催の事例検討会・

研修会 

主な他分野の事業

所等との連携（連

絡・交流含む）の場 

・他分野の自立支援協議会専門部会や事業所

連絡会との合同会議や研修会 

・自立支援協議会内の専門部会の連絡調整は

サブ協議会（基幹相談支援センターが事務

局）が担当 

・相談支援事業所連絡会の会議・事例検討会・ 

研修会等 

主な支援困難事例

への対応の場 

・委託相談支援事業所が主に対応。基幹相談

支援センターは助言。 

・相談支援事業所連絡会（＝自立支援協議会

相談支援部会）の事例検討会でも対応。 

・委託相談支援事業所が主に対応。基幹相談

支援センターは助言。 

・基幹相談支援センターが主催する学識アド

バイザー研修会の場で委託事業所への助言

等実施。 

※本表記載の内容やデータは原則として平成 29年 4月 1日現在のもの（障がい者手帳所持者数を除く） 
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 岸和田市 大阪狭山市 

主な特徴 ○市（基幹相談支援センター）と委託相談支援

事業所を中心とした相談支援体制整備モデ

ル 

○市直営型の基幹相談支援センターの運営モ

デル 

○自立支援協議会相談支援部会における「ワー

キング」と「勉強会」の取組み 

○新規の相談支援事業所・相談支援専門員に対

する積極的なサポートの実施 

○人口５～６万人都市の相談支援体制モデル 

○基幹相談支援センターがけん引役となった

相談支援体制整備モデル 

〇「顔の見える関係づくり」を重視した相談支

援体制整備モデル 

○新規の相談支援事業所・相談支援専門員に対

する積極的なサポートの実施 

 

総人口（推計人口） 193,124人（平成 29年 4月 1日現在） 57,876人（平成 29年 4月 1日現在） 

障がい者手帳所持

者数（身体・療育・

精神）※H29.3末 

身体障がい者手帳所持者数：8,831人 

療 育 手 帳 所 持 者 数：1,802人 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数：1,543人 

身体障がい者手帳所持者数：2,124人 

療 育 手 帳 所 持 者 数：  448人 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数： 410人 

基幹相談支援セン

ターの設置状況 

１ヵ所（H27.4設置） 

※市役所（本庁舎）内に設置 

１ヵ所（H25.12設置） 

※市役所（南館）内に設置 

基幹相談支援セン

ターの運営形態 

市直営型 

※基幹相談支援センターは基幹業務に専念 

民間委託型（市社会福祉協議会に委託） 

※委託・特定・児・一般相談も兼務 

委託相談支援事業

所の数 

３ヵ所 ３ヵ所 

※うち１ヵ所は基幹相談支援センターも兼務 

指定相談支援事業

所（特定・児・一般）

の設置状況 

指定特定相談支援事業所：26ヵ所 

指定障がい児相談支援事業所：23ヵ所 

指定一般相談支援事業所：10ヵ所 

指定特定相談支援事業所：10ヵ所 

指定障がい児相談支援事業所：7ヵ所 

指定一般相談支援事業所：4ヵ所 

相談支援事業所間

の役割分担（主な整

理・特徴） 

・基幹相談支援センターは基幹業務に専念 

・委託相談支援事業所は支援困難事例への対 

 応の他、基本相談を含む計画相談以外の業務 

も担当 

・基幹相談支援センターも委託相談支援事業所

も計画相談を担当。 

・委託相談支援事業所は、比較的困難な事案 

を担当。 

・基幹相談支援センターは、一般の相談支援事

業所への助言等の他、人材育成・地域連携・

自立支援協議会運営も担当。 

自立支援協議会の

設置状況 

あり（H21.2設置） 

※全体会議・定例会議・運営会議（個別部会） 

あり（H18.10設置） 

※全体会・定例会・専門部会・運営会議 

主たる自立支援協

議会事務局運営者 

岸和田市障害者支援課 

委託相談支援事業所（３事業所） 

基幹相談支援センター（民間委託） 

※大阪狭山市福祉グループも後方支援 

自立支援協議会の

相談支援部会の設

置状況 

あり（H26.4設置） 

※市の計画相談支援体制整備に係る市と相談 

支援事業所のワーキング会議が前身 

あり（H18.10設置） 

 

（全域的な）相談支

援事業所連絡会 

なし なし 

主な相談支援事業

所間の連携（連絡・

交流含む）の場 

・自立支援協議会相談支援部会のワーキング 

（部会会議）と勉強会 

・自立支援協議会相談支援部会での情報共有や 

研修会 

主な他分野の事業

所等との連携（連

絡・交流含む）の場 

・市主催の障害福祉サービス等事業所説明会 

・複数の部会や他分野の事業所を対象とした 

市や自立支援協議会主催の研修会等の実施。 

・基幹相談支援センターが事務局となり、自立 

支援協議会での相談支援部会と各部会及び事 

業所連絡会合同の企画や事業を実施。 

主な支援困難事例

への対応の場 

・委託相談支援事業所が主に対応。基幹相談支

援センターは助言。 

・自立支援協議会相談支援部会の勉強会 

・関係機関が集まってのケース会議での対応が 

基本。委託相談支援事業所及び基幹相談支援

センターが入り助言、調整を行う。 

・自立支援協議会相談支援部会の事例検討会 

 

※本表記載の内容やデータは原則として平成 29年 4月 1日現在のもの（障がい者手帳所持者数を除く） 
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